
役員報酬規程 
 

（財）地球・人間環境フォーラム 
 
 
 
第１条 常勤役員の報酬は、当財団の業務の性格及び支払能力等を勘案して、理事長が年俸

をもって定める。 

第２条 常勤役員の年俸は１１，０００千円以内とする。 

第３条 常勤役員の報酬月額は、年俸の１２分の１とする。 

第４条 常勤役員のうち満６５歳を超える者にかかる報酬については、相当の額を減額する

ことができる。 

  

付 則 １ この規程は、平成２年５月８日から適用する。 

 ２ この規程は、平成１４年４月１日から適用する。 

 ３ この規程は、平成１６年４月１日から適用する。  

 ４ この規程は、平成１７年４月１日から適用する。 

 ５ この規程は、平成２０年４月１日から適用する。 

 ６ この規定は、平成２１年４月１日から適用する。 

 ７ この規定は、平成２１年１０月１日から適用する。 

 




